
 

 

     産業廃棄物処理委託契約書（案） 

 

 

   排出事業者 支出負担行為担当官 国立療養所宮古南静園事務長 大城 英作（以下「甲」

という）と、有限会社環境クリーン開発 代表取締役 佐久川 直仁（以下「乙」という）

は甲の事業場から排出される産業廃棄物（特別管理産業廃棄物を含む）の処理に関して次の

とおり契約を締結する。 

 

 

第 １ 条 （委託内容） 

  １．（乙の事業範囲） 

      乙の事業範囲は以下のとおりであり、乙はこの事業範囲を証するものとして、許可証

の写しを甲に提供する。なお、許可事項に変更があったときは、乙は速やかにその旨を

甲に通知するとともに、変更後の許可証の写しを甲に提出する。 

◎産業廃棄物処分業に関する事業範囲  

許可都道府県・政令市  ：  沖縄県 

許可の期限       ：  令和 ５年１１月 ６日 

事業の範囲       ：  別紙許可書（写）のとおり 

許可の条件       ：  別紙許可書（写）のとおり 

許可番号             ：  第０４７２５０６６３０４号 

◎特別管理産業廃棄物処分業に関する事業範囲 

許可都道府県・政令市  ：  沖縄県 

許可の期限       ：  令和 ６年 ８月１１日 

事業の範囲       ：  別紙許可書（写）のとおり 

許可の条件       ：  別紙許可書（写）のとおり 

許可番号             ：  第０４７７５０６６３０４号 

 ２．（委託する産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の種類、単価及び数量） 

    （１）契約保証金は免除する。 

（２） 甲が、乙に処理を委託する産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の種類及び単価は

次のとおりとする。 

     （消費税及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第

72条の82及び72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10(注)を乗じて得た額で

ある。） 

①   種類     感染性廃棄物     

          単価     ３３０円／㎏ （うち消費税及び地方消費税額３０円）    

           数量     週１回収集運搬 

②  種類     非感染性廃棄物     

          単価     １６２．８円／㎏ （うち消費税及び地方消費税額１４．８円）    

           数量     週１回収集運搬 

    

   （３）本契約に定める業務の予定数量は感染性廃棄物３，９８０㎏、非感染性廃棄物  

１５，３２０㎏とする。数量について後日増減があっても乙は意義を申し立てない

ものとする。  

       



 

 

  ３．（処分の場所及び方法） 

      乙は、甲から委託された前項の産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物を、次のとおり処

理する。 

    ◎産業廃棄物処分業に関する事業範囲 

       事業場の名称   有限会社環境クリーン開発 

       所在地      沖縄県宮古島市伊良部字佐和田大野原９０８番３ 

       処分の方法    焼却 

     焼却施設     チリメーサーＴＧ－４９型 

        施設の処理能力  ９０．４㎏／日（８時間）１１．３㎏／時間 

               

   ◎特別管理産業廃棄物処分業に関する事業範囲 

       事業場の名称   有限会社環境クリーン開発 

       所在地      沖縄県宮古島市伊良部字佐和田大野原９０８番３ 

       処分の方法    焼却 

     焼却施設     チリメーサーＴＧ－４９型 

       施設の処理能力  ７８．４㎏／日（８時間）９．８㎏／時間 

                      ｝ 

 

４．（収集運搬に関する事業範囲） 

甲が乙に委託する産業廃棄物の収集・運搬は、乙が契約した次の収集運搬業者があた

るものとする。 

  ＜甲が契約した収集運搬業者＞ 

宮古南静園保管場所から事業所までの収集運搬を行う特別管理産業廃棄物収集運搬

業者 

許可都道府県    ：  沖縄県 

所   在     ：  沖縄県宮古島市伊良部字長浜１３６０番地の１２ 

会 社 名     ：  有限会社環境クリーン開発 

許可の期限     ：  令和７年５月１８日 

許可番号           ：  第０４７０５０６６３０４号 

 

５．（中間処理産業廃棄物の最終処分） 

乙が委託する産業廃棄物の処理で、中間処理産業廃棄物の最終処分業者は、乙が契約

した次の処分業者があたるものとする。 

     事業場の名称          ：    宮古島市一般廃棄物最終処分場 

     所 在 地          ：     沖縄県宮古島市字狩俣４１０番地の１０ 

     処 分 の 方 法          ：     埋立 

 

６．（契約期間） 

   この契約期間は、令和４年４月１日から令和５年３月３１日までとする。 

    

 ７．（検査） 

   産業廃棄物処理が完了した場合は、甲（又は、その指定した者）に通知し、検査を受

けなければならない。 

 



 

 

 ８．（処分のための保管） 

     乙は、甲から委託された特別管理産業廃棄物の保管を行う場合は、法令に基づき、か

つ、第９条で定める契約期間内に処分できる範囲で行う。 

 

 ９．（再委託）  

      乙は、甲から委託された特別管理産業廃棄物の処理業務を他人に委託しない。ただし、

契約期間中に処理業務を他人に委託する必要が生じた場合は、乙は、甲の承認を得て、

法令の定める再委託基準に従い処分業務を再委託することができる。この場合において、

乙は、甲の要求があったときは、この再委託を乙の責任において解除する。 

 

１０．（マニフェスト） 

      甲は、産業廃棄物の搬出の都度、マニフェストに必要事項を記入し乙に交付する。 

 

第 ２ 条（義務と責任） 

１．（甲）  

（１）甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な情報として、以下情報をあらかじ

め乙に提供するほか、適宜又は乙の要求に応じ収集・運搬を委託する産業廃棄物

の適正処理に必要な情報を乙に提供する。 

           ○産業廃棄物の発生行程 

           ○産業廃棄物の性状及び荷姿 

           ○腐敗、揮発等性状の変化に関する事項 

           ○混合等により生ずる支障 

           ○その他注意事項 

             イ．形状、主成分、混合成分 

             ロ．特性 

                ・有害物質、危険物、毒物、劇物、悪臭物、特定科学物質等の区分 

                ・引火性、自己反応性、混合反応性、禁水性、発火性、爆発性ガス発生、

可燃性、材料腐食性、有害性、腐食・刺激性、悪臭等 

     （２）甲は、委託する産業廃棄物の処分に支障を生じさせるおそれのある物質が混入し

ないよう注意する。万一混入したことにより、又混入した旨を乙に通知せずに、

乙の業務に重大な支障を生じ又は生ずるおそれのある場合には、乙は委託物の引

き取りを拒否することができる。この場合において、甲は委託手数料の支払い義

務を免れず、他に損害が生じたときは、その賠償の責にも任ずるものとする。 

     （３）甲は、委託する産業廃棄物のマニフェストの記載事項は正確に洩れなく記載する

こととし、虚偽又は記載洩れがある場合は、乙は委託物の引き取りを一時停止し

マニフェストの記載修正を甲に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取るこ

ととする。 

２．（乙） 

     （１）乙は、甲から委託された産業廃棄物を、処分の完了まで、法令に基づき適正に処

分する責任を負う。この間に発生した事故については、その原因が甲の責に帰す

べき場合を除き、乙が責任を負う。 

     （２）乙は、甲から委託された産業廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書

を作成し甲に提出する。ただし、業務終了報告書は、収集運搬業務については、

マニフェストＢ２、Ｂ４又はＢ６票で代えることができる。 



 

 

     （３）乙は、やむを得ない事由があるときは、甲の了解を得て、一時業務を停止するこ

とができる。この場合には、乙は甲にその事由を説明し、かつ甲における影響が

最小限となるよう努力する。 

 

第 ３ 条（手数料・消費税・支払い） 

１．甲の委託する産業廃棄物の処分業務に関する手数料については、第１条２項で定める

単価に基づき算出する。 

２．受託手数料の額が経済情勢の変化等により不適当となったときは、甲乙双方の協議に

よりこれを改訂することができる。 

３．甲の委託する特別管理産業廃棄物の処分業務についての消費税等は、甲が負担する。

尚、消費税等額は、消費税法２８条第１項及び第２９条並びに地方税法第７２条の８２

及び７２条の８３の規定に基づき、委託手数料に１１０分の１０を乗じて得た額である。 

４．乙は、１ヶ月の代金を所定の手続により甲に請求するものとする。甲は、乙からの適法

な委託手数料の請求書を受理した日から３０日以内に支払うものとする。 

５．甲が前項の期限内に対価を支払わないときは、期限の翌日より支払いの日まで年   

２．５％の遅延利息を支払うものとする。 

     

第 ４ 条（機密保持） 

    甲、乙は、この契約に関連して、業務上知り得た相手方の機密を第三者に洩らし、又

はこの契約の目的以外に利用してはならない。 

 

 

第 ５ 条（権利義務の譲渡等） 

     乙は、甲の承諾を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若し

くは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。ただし、売掛債権担保融資保証制度

に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令第１条の３

に規定する金融機関に対し債権を譲渡する場合は、この限りでない。 

２．乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにそ

の旨を書面により甲に届け出なければならない。 

  

第 ６ 条（契約の解除） 

    甲、乙は、相手方が次ぎのいずれかに違反したときは、この契約の全部又は一部を解

除することができる。 

      （１）この契約の各条条項のいずれかに違反したとき。 

      （２）差し押さえ、営業停止、手形不渡り処分等の事態が生じたとき。 

      （３）監督行政庁から営業の取り消し、停止等の処分を受けたとき。 

      （４）甲の都合により業務を委託する必要がなくなったとき。 

      （５）乙が委託業務を履行する見込みがないと甲が認めたとき。 

       (６) 刑法第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑の容疑により公訴を提起

されたとき(乙の役員又はその使用人が当該控訴を提起されたときを含む。) 

       (７) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)  

第８条の４第１項の規定による必要な措置を命ぜられたとき、同法第４９条第１

項に規定する排除措置命令又は同法第５０条第１項に規定する納付命令が行われ

たとき、並びに同法第５３条第１項の規定による審判手続きを開始されたとき。 



 

 

２．前項の規定または法令の規定によりこの契約を解除できる場合であっても、この契約

に基づき甲から引渡しを受けた廃棄物の処理を乙が完了していないときは、当該廃棄物

を甲乙双方の責任で処理した後でなければ、この契約を解除できない。 

３．前項の規定により甲が契約を解除したとき、違約金として甲は、契約金額の１００分

の１０に相当する金額を乙に納付させることができる。 

４．乙が前項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該

期日を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算

した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 

５．第３項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、

甲がその超過分について賠償請求することを妨げるものではない。 

 

第 ７ 条（賠償金） 

     乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲がこの契約を解除するか 否

かを問わず、賠償金として甲に生じた実際の損害額又はこの契約が第９条に規定する契

約期間の終期まで継続した場合に甲が支払うべき金額(契約期間を定めない場合は契 

約代金額)の １０分の１に相当する額のいずれか多い額を甲の指定する期間内に支払

わなければならない。 

       (１)第６条第６号の刑が確定したとき。 

       (２)公正取引委員会が、乙に対して独占禁止法第４９条第１項に規定する排除措置命

令又は、第５０条第１項に規定する納付命令を行い、当該命令が同法第４９条第７

項又は第５０条第５項の規定により確定したとき。 

       (３)公正取引委員会が、乙に対して独占禁止法第６５条、第６６条第１項、第２項又

は第３項並びに第６７条の規定による審決(同法第６６条第３項による原処分の全

部をと取り消す審決及び第６７条第２項による該当する事実がなかったと認める場

合の審決を除く。)を行い、当該審決が決定したとき(独占禁止法第７７条の規定に

より、この審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。 

       (４)公正取引委員会が乙に対して行った審決に対し、乙が独占禁止法第７７条の規定

により提起した審決取消しの訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定した

とき。 

２．乙は契約の履行を理由として、前項の賠償金を免れることができない。 

 

第 ８ 条（談合等の不正行為に係る違約金） 

   乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を

解除するか否かにかかわらず、違約金（損害賠償金の予定）として、甲の請求に基づき、

契約金額（本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額）の 

１００分の１０に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 

（１）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条又は同法第８

条の２（同法第８条第１項第１号若しくは第２号に該当する行為の場合に限る。）

の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 

（２）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条の２第１項（同

法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による課徴金の納

付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 

（３）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条の４第７項又

は第７条の７第３項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 



 

 

（４）乙又は乙の代理人が刑法第９６条の６若しくは同法第１９８条又は独占禁止法

第８９条第１項の規定による刑が確定したとき。 

（５）前条第１項第３号、４号又は第５号のいずれかに該当したとき。 

２．乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。 

３．第１項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、

甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 

 

第 ９ 条（違約金に関する遅延利息） 

   乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わない時は、乙は当該期日

を経過した日から支払いをするまでの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額

の遅延利息を甲に支払わなければならない。 

 

第１０条（属性要件に基づく契約解除） 

   甲は、乙が次ぎの各号の一に該当するとみと認められるときは、何らの催告を要せず、本

契約を解除することができる。 

（１）法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人

である場合は役員又は、支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）

の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している物

をいう。）が暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第７７号）第２条２号に規定する暴力団をいう。以下同じ）又は暴力団員（同法第

２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき 

    （２）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

    （３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 

    （４）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなど

しているとき 

    （５）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

 

第１１条（行為要件に基づく契約解除） 

甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次ぎの各号の一に該当する行為をした場合は、何ら

催告を要せず、本契約を解除することができる。 

    （１）暴力的な要求行為 

    （２）法的な責任を超えた不当な要求行為 

    （３）取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

    （４）偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為 

    （５）その他前各号に準ずる行為 

 

 

第１２条（表明確約） 

乙は、前２条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当し

ないことを確約する。 

 ２．乙は、前２条各号の一に該当する者（以下「解除対象者」という。）をした請負人等（下請

負人（下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。）及び再受託者（再委託以降の



 

 

全ての受託者を含む。）並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約

する場合の当該契約の相手方をいう。以下に同じ。）としないことを確約しなければならな

い。 

 

第１３条（下請負契約等に関する契約解除） 

   乙は、契約後にした請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請

負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならな

い。 

 ２．甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等

の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との

契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、

本契約を解除することができる。 

 

第１４条（契約解除に基づく損害賠償） 

甲は、第１０条及び第１１条及び第１３条第２項の規定により本契約を解除した場合は、

これにより生じた損害について、何ら賠償しないし補償することは要しない。 

２．乙は、甲が第１０条及び第１１条及び第１３条第２項の規定により本契約を解除した場合

において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 

 

第１５条（不当介入に関する通報・報告） 

乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反

社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不当介入」という。）を受けた

場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当

介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 

 

第１６条（厚生労働省所管法令違反に係る報告） 

 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け 

又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。 

 

第１７条（厚生労働省所管法令違反に係る契約解除） 

 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続きを要せず、乙に

対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 

（１）乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受

け又は送検されたとき。 

(２) 乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告

書に虚偽があったことが判明したとき。 

（３）乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第一号の状況に至ったことを報告しなか

ったことが判明したとき。 

２ 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。 

 

第１８条（厚生労働省所管法令違反に係る違約金） 

  第１７条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、

契約金額（本契約締 結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額）の１０

０分の１０に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 



 

 

２ 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 

３ 第１項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲が 

その超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 

 

第１９条（協議） 

この契約に定めのない事項又はこの契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法

令に従い、その都度当事者が誠意をもって協議の上、これを決定する。 

 ２ 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については那覇地方裁判所       

を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

 

この契約の成立を証するために本書２通を作成し、甲、乙は各々記名押印のうえ各１通を保

有する。 

 

 

 

       

 

  

令和 ４年４月１日 

 

 

                 甲  沖縄県宮古島市平良字島尻８８８番地 

                     支出負担行為担当官 

                     国立療養所宮古南静園事務長 大城 英作   

 

 

 

                 乙  沖縄県宮古島市伊良部字長浜１３６０－１２ 

            有限会社環境クリーン開発 

代表取締役 佐久川 直仁 


